
第

千

九

百

五

号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
救
急
医
療
施
設
の
辞
退

(

医
療
整
備
課)

八
六
三
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
六
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
六
四

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

八
六
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

防

災

課)

八
六
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
市

町

村

課)

八
六
五

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(
保
健
医
療
課)

八
六
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

(

農
地
計
画
課)

八
六
六

○
岐
阜
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の

計
画

(

畜

産

課)

八
六
六

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)
八
六
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

次
の
医
療
機
関
か
ら
救
急
医
療
施
設
を
辞
退
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
救
急
医
療
施
設
取
扱

要
綱(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号)

第
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

辞

退

年

月

日

佐

藤

外

科

内

科

岐
阜
市
芥
見
堀
田
七
番
地

平
成
一
九
・
一
一
・
一
五

岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
栃
尾
字
ダ
シ
六
一
五
、
六
一
六
、
六
一
七
の
一
、
字
前
平
六
一
八
の
一
か

ら
六
一
八
の
五
七
ま
で
、
六
一
八
の
五
九
か
ら
六
一
八
の
六
五
ま
で
、
六
一
八
の
六
七
か
ら
六
一
八

の
七
二
ま
で
、
六
一
九
の
一
か
ら
六
一
九
の
四
一
ま
で
、
六
二
〇
か
ら
六
二
四
ま
で
、
字
山
小
瀬
六

二
六
か
ら
六
三
五
ま
で
、
六
三
七
、
六
三
九
、
七
一
四
の
一
、
七
三
六
、
字
上
ノ
平
八
九
九
の
一
、
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日



県
道

道
路
の
種
類

山

東

本

巣
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積

字
大
正
新
田
一
八
二
〇
番
五

地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
簗
下
八
七
五
番
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

区

間

郡
上
市
八
幡
町
入
間
字
枇
杷
島
三

二
〇
四
番
の
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
嵐
三
一
〇

四
番
の
一
地
先
ま
で

区

間
区
域
変
更
前
後
別 ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)備

考

八
九
九
の
二
、
九
〇
〇
の
一
、
九
〇
〇
の
二
、
九
〇
一
、
九
〇
二
の
一
、
九
〇
二
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
七
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

四
百
七
十

一
号

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
一
重

ヶ
根
字
大
首
二
〇
三
番
八
地

先
か
ら

同

市
同
字
同

二
〇
四
番
二
二

地
先
ま
で

後 前�･�〜��･� �･�〜��･����･�
は
し
も
と
内
科

医
療
法
人

小
林

医
院 名

称

岐
阜
市
岩
地
一
―
二
―
八

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
黒
田
四
三

九

所

在

地

内
科
・
心
療

内
科
・
小
児

科 内
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･��･� 平

成
��･��･� 指

定

年
月
日

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
地
震
体
験
車
１
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
10月
19日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
11月
29日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
鳥
浜
町
13番
地
10

菱
相
自
動
車
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
矢
口
滋

６
落
札
金
額
19,950,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
防
災
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
機
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
10月
５
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
11月
16日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
17番
１
号

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社

中
部
支
社
長
宮
川
恒
夫

６
落
札
金
額
202,204,800円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
合
企
画
部
市
町
村
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
又
は
診
療
所)
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澤
田
調
剤
薬
局

下
磯
調
剤
薬
局

コ
ス
モ
ス
薬
局

揖
斐
店

み
ず
ほ
薬
局

い
る
か
調
剤
薬
局

ハ
ロ
ー
薬
局

白
川
店

大
林
調
剤
薬
局

桐
生
店

コ
メ
ノ
薬
局

シ
ト
ラ
ス
薬
局

笠
松
店

ひ
だ
薬
局

若
宮
店

河
合
薬
局

名

称

土
岐
市
妻
木
町
一
四
一
九
―
一

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
四
九
九

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
三
野
野
々
宮
七

三
―
一
三

各
務
原
市
蘇
原
瑞
穂
三
―
七
六
―
二

関
市
北
福
野
一
―
一
―
一
〇

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ
東
字
御
堂
前
五

七
七
九
―
一

高
山
市
桐
生
町
五
―
一
八
七
―
一

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
二
四
一
―
一

羽
島
郡
笠
松
町
美
笠
通
三
―
二
二
―

四 飛�
市
古
川
町
若
宮
一
―
七
―
三
六

各
務
原
市
蘇
原
早
苗
町
二
二

所

在

地

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 平
成
��･��･� 同 同 同 同 同 同 同 平

成
��･��･� 指

定

年
月
日

(
薬
局)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
南
飛
騨
萩
原
地
区
ワ
ラ
ビ
ノ
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写

し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

下
呂
市
役
所
萩
原
庁
舎
前
掲
示
場

○
岐
阜
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
計
画

獣
医
療
法(

平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県
に
お
け
る

獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
概
要
を
公
表
す
る
。

な
お
、
そ
の
計
画
は
、
岐
阜
県
農
政
部
畜
産
課
及
び
各
家
畜
保
健
衛
生
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
め
ぐ
る
情
勢

本
県
に
お
け
る
獣
医
療
は
､
畜
産
の
発
展
､
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
､
動
物
の
保
健
衛
生
の
向
上
､

人
と
動
物
の
共
通
感
染
症
の
防
圧
､
動
物
愛
護
思
想
の
普
及
・
浸
透
､
公
衆
衛
生
の
向
上
な
ど
に
お
い

て
大
き
な
成
果
を
な
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
近
年
の
獣
医
療
を
取
り
巻
く
状
況
は
､
社
会
情
勢

の
変
化
と
と
も
に
大
き
く
変
貌
し
て
き
て
い
る
｡

畜
産
に
つ
い
て
は
､
“
ぎ
ふ
農
業
・
農
村
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
”
を
策
定
し
､
｢安
全
・
安
心
・
健
康
な

畜
産
物
の
安
定
供
給
｣
と
｢畜
産
農
家
の
健
全
な
発
展
｣
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
､
獣
医
師
に
対
し
て
は
従
来
の
個
体
診
療
は
も
と
よ
り
､
経
営
全
般
に
わ
た
る
農
家

指
導
､
消
費
者
の
健
康
志
向
に
対
応
し
た
畜
産
物
の
生
産
対
策
等
､
獣
医
学
的
見
地
に
立
っ
た
幅
広
い

獣
医
療
の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
､
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
等
､
緊
急
時
を
想
定

し
た
組
織
的
な
家
畜
防
疫
体
制
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
小
動
物
で
は
動
物
愛
護
や
自
然
環
境
保
全
の
思
想
の
普
及
等
に
伴
い
､
よ
り
高
度
な
診
療
技

術
の
提
供
と
保
健
衛
生
指
導
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
し
今
後
の
当
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
め
ぐ
る
諸
条
件
の
整
備
を
図
り
､
も
っ

て
畜
産
の
振
興
と
県
民
生
活
の
向
上
に
資
す
る
た
め
､
平
成
２
２
年
度
を
目
標
と
す
る
本
計
画
を
策
定

す
る
｡

第
１
整
備
を
行
う
診
療
施
設
の
内
容
そ
の
他
の
診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標

第１９０５号 岐 阜 県 公 報 平成19年12月18日 ( 866 )



１
診
療
施
設
・
主
要
診
療
機
器
の
現
状

�
診
療
施
設

個
人
施
設
の
ほ
か
､
市
町
村
及
び
農
業
共
済
事
務
組
合
等
に
よ
り
獣
医
療
が
確
保
さ
れ
て
い

る
｡

�
主
要
な
診
療
機
器

診
療
の
効
率
化
､
高
度
集
団
管
理
衛
生
対
策
等
に
対
応
で
き
る
血
液
生
化
学
分
析
装
置
､
酵

素
抗
体
測
定
装
置
､
遺
伝
子
診
断
器
等
は
家
畜
保
健
衛
生
所
等
の
指
導
機
関
を
中
心
に
整
備
さ

れ
て
い
る
｡

２
診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標

産
業
動
物
診
療
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
､
獣
医
療
関
連
施
設
相
互
の
連
携
を
図
り
つ
つ
､
各
々

の
診
療
施
設
の
機
能
が
十
分
に
発
揮
し
得
る
よ
う
施
設
・
機
器
等
の
整
備
を
促
進
す
る
｡

�
開
設
主
体
ご
と
の
診
療
施
設
の
整
備
目
標

・
個
人
､
共
済
(共
済
連
を
除
く
)､
農
協
(全
農
岐
阜
県
本
部
を
除
く
)､
そ
の
他
の
団
体
､

市
町
村

適
切
な
獣
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
､
機
器
等
の
整
備

・
共
済
連
､
全
農
岐
阜
県
本
部

中
核
施
設
と
し
て
､
専
門
的
な
指
導
・
診
療
を
行
う
た
め
の
施
設
､
機
器
等
の
整
備
及
び

そ
の
効
率
的
な
活
用

・
家
畜
保
健
衛
生
所

地
域
の
中
核
的
機
関
と
し
て
病
性
鑑
定
機
能
の
強
化
､
検
査
能
率
の
向
上
等
に
必
要
な
施

設
､
機
器
の
整
備
及
び
そ
の
効
率
的
な
活
用

�
地
域
ご
と
の
診
療
施
設
の
整
備
目
標

関
係
診
療
施
設
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
､
各
地
域
の
獣
医
療
の
需
要
に
対
応
で
き
る
よ
う
整

備
を
促
進
す
る
｡

第
２
獣
医
師
の
確
保
に
関
す
る
目
標

１
獣
医
師
の
確
保
目
標

平
成
22年
度
に
お
い
て
も
､
現
在
の
水
準
の
産
業
動
物
獣
医
師
を
確
保
す
る
｡

２
獣
医
師
の
確
保
対
策

安
全
・
安
心
な
畜
産
物
の
安
定
的
な
生
産
・
供
給
を
行
う
に
は
､
産
業
動
物
診
療
獣
医
師
に
よ

る
適
切
な
獣
医
療
の
提
供
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
､
関
係
団
体
と
連
携
し
て
産
業
動
物
分
野
へ
の

就
業
を
促
進
す
る
と
と
も
に
､
今
後
と
も
増
加
が
見
込
ま
れ
る
女
性
獣
医
師
が
働
き
や
す
い
職
場

環
境
づ
く
り
及
び
産
業
動
物
診
療
に
必
要
な
技
術
の
習
得
の
機
会
の
提
供
等
､
獣
医
師
を
と
り
ま

く
社
会
環
境
の
整
備
と
計
画
的
な
人
材
の
養
成
等
の
確
保
対
策
を
促
進
す
る
｡

第
３
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
が
必
要
な
地
域

産
業
動
物
分
野
に
お
け
る
診
療
施
設
の
整
備
に
関
す
る
目
標
及
び
獣
医
師
の
確
保
に
関
す
る
目

標
を
達
成
す
る
た
め
に
計
画
的
な
取
組
が
必
要
と
見
込
ま
れ
る
地
域
と
し
て
､
家
畜
保
健
衛
生
所

単
位
に
県
内
全
市
町
村
を
含
む
５
地
域
(岐
阜
､
西
濃
､
中
濃
､
東
濃
､
飛�
)
を
整
備
が
必
要

な
地
域
と
し
て
指
定
す
る
｡

第
４
相
互
の
機
能
及
び
業
務
の
連
携
を
行
う
施
設
の
内
容
及
び
そ
の
方
針

産
業
動
物
に
係
る
効
率
的
な
診
療
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
､
獣
医
療
関
連
施
設
が
有
す
る
機

能
及
び
業
務
の
有
機
的
な
連
携
を
促
進
す
る
｡

・
家
畜
保
健
衛
生
所
は
地
域
防
疫
活
動
の
拠
点
と
し
て
､
市
町
村
､
関
係
団
体
､
個
人
開
業
獣
医

師
等
の
協
力
の
も
と
､
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
た
組
織
的
な
家
畜
防
疫
体
制
の
確
立
を
図
る
｡

・
診
療
の
的
確
化
及
び
効
率
化
を
推
進
す
る
た
め
､
個
々
の
診
療
施
設
に
お
け
る
機
器
の
整
備
と

併
せ
て
､
特
殊
施
設
・
機
器
が
整
備
さ
れ
て
い
る
家
畜
保
健
衛
生
所
及
び
特
定
の
畜
種
を
主
体

に
獣
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
診
療
施
設
等
と
の
連
携
を
強
化
す
る
｡

・
獣
医
療
関
連
機
関
の
連
携
を
強
化
し
､
獣
医
療
情
報
の
交
換
シ
ス
テ
ム
の
整
備
・
組
織
化
に
努

め
る
｡

・
農
場
単
位
で
の
集
団
管
理
衛
生
技
術
に
対
応
す
る
た
め
､
特
殊
な
機
器
や
施
設
を
必
要
と
す
る

技
術
に
つ
い
て
は
家
畜
保
健
衛
生
所
､
関
係
検
査
機
関
等
と
の
業
務
の
連
携
を
促
進
す
る
｡

・
無
獣
医
地
域
が
発
生
す
る
場
合
に
は
､
近
隣
の
診
療
施
設
又
は
公
的
機
関
に
よ
る
補
完
的
な
診

療
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
､
適
切
な
獣
医
療
の
確
保
に
努
め
る
｡

第
５
診
療
上
必
要
な
技
術
の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
獣
医
療
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
関
す
る
事
項

今
後
ま
す
ま
す
高
度
化
､
多
様
化
す
る
獣
医
療
技
術
に
対
応
す
る
た
め
県
内
の
獣
医
学
の
専
門

機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
､
高
度
な
知
識
技
術
の
確
保
に
努
め
る
｡

・
産
業
動
物
診
療
分
野
へ
の
新
規
就
業
者
を
対
象
と
し
た
臨
床
研
修
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
｡

・
産
業
動
物
分
野
に
お
け
る
各
種
疾
病
の
検
査
技
術
や
臨
床
技
術
等
の
向
上
と
そ
の
普
及
を
図
る

と
と
も
に
､
小
動
物
分
野
に
お
け
る
高
度
診
療
技
術
の
提
供
及
び
保
健
衛
生
指
導
の
要
請
の
増

大
に
対
応
す
る
た
め
高
度
研
修
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
｡

・
高
度
化
す
る
診
療
技
術
に
関
す
る
知
識
等
を
修
得
し
､
時
代
に
即
し
た
獣
医
療
を
提
供
す
る
た

め
､
生
涯
に
わ
た
り
各
種
研
修
会
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
促
進
す
る
｡

第
６
そ
の
他
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
に
関
し
必
要
な
事
項
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・
飼
育
者
に
お
け
る
家
畜
の
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
遵
守
及
び
衛
生
知
識
あ
る
い
は
動
物
愛
護
思

想
等
の
普
及
・
啓
発
に
努
め
る
｡

・
広
報
､
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
飼
育
者
へ
の
衛
生
知
識
の
普
及
・
啓
発
に
努
め
る
｡

・
夜
間
・
休
日
に
お
け
る
診
療
体
制
の
関
係
者
間
の
合
意
形
成
を
促
進
す
る
｡

・
傷
病
野
生
鳥
獣
や
災
害
発
生
時
の
飼
育
動
物
に
対
す
る
獣
医
療
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
環
境
整

備
を
推
進
す
る
｡

・
地
域
社
会
の
中
で
の
獣
医
療
提
供
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
十
分
な
連
携
､
意
見
の
収
集
､
情

報
交
換
等
を
行
う
｡

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
一
之
宮
町
の
一
部(

大
ナ
ギ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(

一
之
宮
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(

一
之
宮
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
大
字
原
の
一
部(

原(

１))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
恵
那
市(

山
岡
町
大
字
原
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
恵
那
市(

山
岡
町
大
字
原
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

土
岐
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
土
岐
市
泉
町
の
一
部(

土
岐
市
北
部
第
３
―
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
土
岐
市(
泉
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
土
岐
市(
泉
町
の
一
部)

の
地
籍
簿
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五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
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平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
印
刷

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


